
 

1 

会計年度任用職員 選考試験 募集案内 

 島根県美郷町 

 

１ 募集する職種・業務、人数等 

  ３職種３人  別紙「募集職種一覧表」を参照してください 

 ・応募の際は、下記「４ 応募・資格条件等」と別紙［募集職種一覧表］を確認のこと 

 

２ 勤務期間   

別紙「募集職種一覧表」を参照してください。なお、次の点に留意してください 

・採用後１か月（又は勤務日数 15日まで）の間は、条件付採用期間（いわゆる試用期間）となる 

 （注）再度の任用の場合を含む 

・１年を超える最長任用期間を記載している場合も、その期間の任用を約束するものではない。

また、任用は１年以内ごとに行う 

・一部の職種は、業務状況等を踏まえ、勤務実績等の評価により、最長任用期間後も一定期間の

範囲で公募によらない再度の任用を行う場合がある。この場合も１年以内ごとに任用する 

 

３ 勤務条件 

 主な内容は次のとおりです。職種ごとの詳細は、別紙「募集職種一覧表」を参照してください 

（１）給料・報酬 月額  

（注）学歴・職務経験年数を加算 

（２）諸手当   通勤手当、時間外勤務手当、期末手当（※）、勤勉手当（※）等で町規程による 

（注）期末手当（最高 2.5 月/年）・勤勉手当（最高 2.1 月/年）の支給がある場合は、勤務期間

に応じて支給割合が異なる。また、これらの支給割合は、支給基準日前 6月間の任用（勤

務）があった場合で、年度途中で任用（勤務）開始した場合は、その任用（勤務）期間に応

じ異なる。なお、「（ ）」内は令和 6年度支給割合であり、変わる場合がある 

（３）勤務日   原則として、月曜日から金曜日の間で指定する日［休日（祝日、12月 29 日か

ら翌年 1月 3日）を除く。］とし、詳細は別紙「募集職種一覧表」のとおり 

（４）勤務時間  原則：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分。なお下（７）参照 

（５）休暇    年次有給休暇、夏季、忌引等で町規程による（※） 

（６）社会保険等 健康保険［共済組合］（※）・厚生年金（※）・雇用保険（※）・公務災害補償 

（７）特記      

① （３）勤務日、（４）勤務時間は、業務に応じ変更や時間外・休日勤務の場合がある 

② 上記中「（※）」の記載がある項目は、法令、町規程等の要件を満たさない場合は、適用

しない （例）勤務時間・日が少ない、職種による等 

 

４ 応募・資格条件等 

（１）応募・資格条件は、次のとおりです。なお、職種ごとに設定している応募・資格条件等は、

別紙「募集職種一覧表」の「職種ごとの応募・資格条件等」を確認してください。 

① 地方公務員法の趣旨に則り、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務
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の遂行にあたって、全力を挙げてこれに専念できること 

  ② 地方公務員法による責務等（職務専念義務、守秘義務等）を遵守することができること 

③ パソコンの基本的操作（ワード・エクセル・メール等）ができること 

④ 業務システムを使用するため、その使用に抵抗がないこと（慣れることができること） 

⑤ 住民対応にあたっての接遇・コミュニケーション能力を有すること 

（２）次のいずれかに該当する方は受験できません 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの人 

② 美郷町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

（３）２次選考に合格し採用される場合は、必要な応募・資格条件等を確認するため、その証する

書類（免許・資格証等）の写しを提出していただきます 

（４）応募・資格条件等を満たさない場合、応募・選考内容に虚偽・不正があった場合、取得見込

みの資格等を採用時期までに取得できなかった場合は、採用される資格を失います 

（５）その他 採用にあたっては健康診断書を提出していただきます（募集番号「 」を除く）。 

（６）不合格の場合でも、辞退により繰り上げ採用となる場合があります。該当者については、結

果連絡にその旨記載します 

 

５ 試験の方法、日程、合否の連絡等 

 両選考とも結果を連絡します。２次選考の具体内容は、１次選考の合格者に連絡します。 

区分 方法 日時等 会場 

１次 

選考 

書類選考 

（応募書類） 
― ― 

性格特性検査 

（SPI3） 

人柄・思考など性格特性をみる約300問・30分間の検査で、次のいずれかの方

法で受検してください。いずれの方法も、申込み受付後、順次連絡しますので

、余裕を持って申込みください 

１ ウェブ（WEB）検査 【自分のよい時間に検査できます】 

（日時） 

申込み受付後、別に指定する日までの間で随時受検できます 

（方法） 

①試験申込書（裏面）の「性格検査の希望」欄で、「ウェブ（WEB）検査を

希望」に印をしてください 

②申込み受付後に、順次、受検メールを送信します。受検メールアドレス 

＜noreply_web@arorua.net＞を受信可能にしておいてください 

③受検メールの指示に従い、自宅等のパソコンで受検してください（スマー

トフォンでは受検できません）。なお、受検メールが申込日から１週間経

過するまでに無いときは、下記「７(１)」にご連絡ください 

２ 会場検査 【「１ ウェブ（WEB）検査」ができない場合等】 



 

3 

（予定日時・会場）  

日時は別途連絡します。（試験時間は50分程度）、会場は「みさと舘 

（庁舎隣） 邑智郡美郷町粕渕168」で実施予定です 

（方法） 

①試験申込書（裏面）の「性格検査の希望」欄で、「会場検査を希望」に印

をしてください 

②申込み受付後に、原則メールで必要事項を連絡します 

③上②の必要事項を確認のうえ、会場で受検してください 

（注）この検査は、２次選考のために実施するもので、１次選考の合否に影響

しません 

２次 

選考 

個別面接 

（30分程度） 
別途連絡 

みさと館（庁舎隣） 

美郷町粕渕168 

 

６ 受付期間と応募方法 

（１）受付期間  随時受付  

   （注）メールの場合は、件名に「会計年度任用職員の応募」と記載してください 

（２）応募方法  申込書［必要事項・裏面（志望動機・自己ＰＲ等）を記載し、写真を貼付け］

を、下記７（１）の応募先へ、メール、郵送、持参のいずれかで提出 

（３）申込書の場所 

 ① 町ホームページから印刷  町ホームページ掲載の申込書等を印刷し、使用できます 

② 庁舎等での受け取り［平日 8:30～17:15］  本庁２階総務課、大和事務所 

③ 郵送請求  封筒の表に「会計年度任用職員選考試験請求」と朱書し、110 円切手を貼った

宛て先明記の返信用封筒を同封して、「下記７（１）」に請求してください 

（４）特記  応募があり次第順次、選考を行います。このため、選考途中の場合は受付を保留す

るときがあります。また、合格者があった場合は、募集を中止します 

 

７ 応募先・問い合わせ先 

 「会計年度任用職員の募集」についてと、お問い合わせください 

（１）応募、選考の問い合わせ先 

総務課総務係  電話：0855-75-1211 ＦＡＸ：0855-75-1218（代表） 

        メール：saiyou@town.misato.shimane.jp 

〒699-4692 邑智郡美郷町粕渕１６８番地 

（２）業務内容の問い合わせ先 

別紙「募集職種一覧表」記載の「業務内容の問い合わせ先」へお問い合わせください 
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